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田原市空き家解体促進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、危険空き家及び老朽空き家を除却するための解体工事を

実施する者に対し、予算の範囲内において田原市空き家解体促進事業補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて、田原市補助金交付要綱

（昭和５１年４月１日施行）に定めるもののほか、必要な事項を定めること

により、地域住民の良好な生活環境を確保し、土地の有効活用を促進するこ

とを目的とする。 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する空家等のうち、建築物

をいう。  

(2) 危険空き家 空き家のうち、その構造又は設備が住宅地区改良法（昭和

３５年法律第８４号）第２条第４項に規定する不良住宅と同程度に不良で

あるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。 

(3) 老朽空き家 昭和５６年５月３１日以前に着工された空き家で、その利

活用の見込みのないものをいう（前号に該当するものを除く。）。 

(4) 所有者等 次に掲げる要件のいずれかに該当する者をいう。 

 ア 建物登記が行われている空き家においては、家屋登記事項証明書に記

載される所有者若しくはその相続人又はそれらから委任を受けた者 

 イ 建物登記が行われていない空き家においては、空き家の名義人若しく

はその相続人又はそれらから委任を受けた者 
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 ウ 建物登記が行われていない空き家で、かつ、空き家の名義人又はその

相続人がいない空き家においては、当該空き家の存する土地の所有者若

しくはその相続人又はそれらから委任を受けた者 

 エ 空き家の相続財産管理人又は不在者財産管理人 

(5) 解体業者 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく建設業（土

木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。）の許可又は建設工事に係る

資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下「建設

リサイクル法」という。）に基づく解体工事業者の登録を受けた事業者をい

う。 

（補助対象空き家）  

第３条 補助金の交付の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）

は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

(1) 危険空き家又は老朽空き家であること。 

(2) 住宅又は店舗の用に供されていた空き家であること。 

(3) 市内に存する１年以上使用されていない空き家であること。ただし、当

該空き家が長屋又は共同住宅である場合は、全戸において１年以上使用さ

れていないものに限る。 

(4) 法人が所有する空き家でないこと。 

 (5) 補助金の交付を受ける目的で当該空き家を故意に破損させたものではな

いこと。 

 (6) 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。ただし、所有

権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該空き家の

解体について同意するときは、この限りでない。 

(7) 補助金の交付の申請をする日前１０年以内に、当該空き家及び当該空き

家が建設されている土地に存する建築物（当該空き家を除く。）、埋設物、
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工作物等に対して、田原市空き家等活用促進事業補助金（ただし、空き家

等手続費補助事業を除く。）及び田原市木造住宅等耐震改修促進事業補助金

（ただし、非木造住宅等耐震診断事業を除く。）（以下これらを「関連補助

金」という。）の交付を受けていないこと。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に

掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。 

(1) 補助対象空き家の所有者等であること。ただし、当該空き家が共有物（民

法（明治２９年法律第８９号）第２４９条に規定する共有物をいう。）であ

るときは、当該空き家の除却について他の共有者の同意を得なければなら

ない。 

(2) 市税を滞納していないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴

力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団関係者」という。）でないこ

と。 

(4) 同一年度内に、補助金の交付を受けた者でないこと。 

(5) 法第２２条第２項の勧告を受けていないこと。 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

補助対象者が解体業者に依頼して行う工事であって、次に掲げる要件のいず

れにも該当するものとする。 

(1) 補助対象空き家及び当該空き家が建設されている土地に存する建築物

（補助対象空き家を除く。）、埋設物、工作物、草木等の全て（市長がやむ

を得ないと認めるものを除く。）を除却し、当該土地を更地にする工事であ
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ること。 

 (2) 建設リサイクル法に基づき適正な分別解体等及び再資源化等を実施する

工事であること。 

 (3) 他の制度に基づく助成等の対象となる工事でないこと。 

 (4) 暴力団員又は暴力団関係者が関与する工事でないこと。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象者が解体業者に支払った補助対象事業に関わる費用とする。 

（補助金額） 

第７条 交付すべき補助金の額（以下「補助金額」という。）は、補助対象経費

の額に２分の１を乗じて得た額（１,０００円未満の端数はこれを切り捨て

る。）とする。ただし、危険空き家にあっては５０万円を、老朽空き家にあっ

ては２０万円を限度額とする。 

（判定申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ危険・老朽

空き家判定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しな

ければならない。 

(1) 空き家の位置図（付近の見取図） 

(2) 空き家の外観写真（複数の方向から撮影されたもので、そのうち一方向

は正面玄関を含むものとする。） 

（危険空き家及び老朽空き家の判定） 

第９条 市長は、前条に規定する申請書を受けたときは、現地調査を行い、別

表の危険・老朽空き家判定基準表（以下「基準表」という。）により当該空き

家が危険空き家又は老朽空き家に該当するか否かを判定するものとする。  

２ 前項の規定による危険空き家及び老朽空き家の判定は、基準表の各評定項
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目につき、その評定内容に応ずる評点を評定区分ごとに合計した評点（その

合計した評点が当該評定区分ごとの最高評点を超えるときは、その最高評点）

を合算することにより行う。 

３ 前項の規定により合算した評点が１００以上のときは当該空き家を危険空

き家と、２０以上１００未満のときは当該空き家を老朽空き家と判定する。  

（判定結果の通知） 

第１０条 市長は、前条の規定により危険空き家及び老朽空き家の判定をした

ときは、その結果を危険・老朽空き家判定結果通知書（様式第２号）により、

当該申請をした補助対象者に通知するものとする。 

（交付の申請） 

第１１条 前条の規定により危険空き家又は老朽空き家に該当する旨の通知を

受けた補助対象者で、補助金の交付を申請しようとするもの（以下「交付申

請者」という。）は、田原市空き家解体促進事業補助金交付申請書（様式第３

号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 事業実施計画書（様式第３－１号） 

(2) 空き家の使用状況報告書兼宣言書（様式第３－２号） 

(3) 登記事項証明書又は宣誓書 

(4) 当該空き家に係る解体工事の見積書の写し 

(5) 当該空き家に係る解体工事を請け負う解体業者が有する建設業（土木工

事業、建築工事業又は解体工事業に限る。）の許可書の写し又は愛知県知

事が交付する建設リサイクル法に基づく解体工事業登録証明書の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第１２条 市長は、前条に規定する申請書を受けた場合は、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定（以
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下「交付決定」という。）を行う。 

２ 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するた

めに必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付すことができる。 

 （交付決定の通知） 

第１３条 市長は、交付決定をしたときは、田原市空き家解体促進事業補助金

交付決定通知書（様式第４号）により、当該交付申請者に通知するものとす

る。 

（交付決定前の着手禁止） 

第１４条 交付申請者が交付決定の前に補助対象事業に着手したときは、補助

金を交付しない。 

（変更等） 

第１５条 交付決定を受けた交付申請者（以下「補助事業者」という。）は、交

付決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容の変更又は補助事業の

中止若しくは廃止（以下「変更等」という。）をしようとするときは、あらか

じめ田原市空き家解体促進事業補助金交付変更等申請書（様式第５号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受けた場合は、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、変更等を決定する。 

３ 市長は、前項の規定により変更等を決定したときは、田原市空き家解体促

進事業補助金交付変更等決定通知書（様式第６号）により、当該補助事業者

に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算

して３０日を経過した日又は当該年度の２月末日のいずれか早い日までに、

田原市空き家解体促進事業補助金実績報告書（様式第７号。以下「実績報告
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書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。た

だし、市長が認めるときは、実績報告書の提出期限を当該年度の３月３１日

とすることができる。 

(1) 補助事業に係る解体工事の請負契約書又は請書の写し 

(2) 補助事業に係る解体工事を請け負った解体業者が受領した請負代金領収

書の写し 

(3) 工事写真（着手前、工事中及び完了時が確認できるもの） 

(4) 補助対象経費の内訳が分かるもの 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第１７条 市長は、実績報告書を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金額を確定する。 

２ 前項の規定による補助金の確定額は、交付決定（第１５条第２項の規定に

よる変更等の決定をしたときは、当該変更等の決定。以下同じ。）の額又は補

助対象経費の実支出額のいずれか低い額とする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金額を確定したときは、田原市空き家解

体促進事業補助金確定通知書（様式第８号）により当該補助事業者に通知す

るものとする。 

（交付） 

第１８条 補助事業者は、前条第３項に規定する確定通知書を受けたときは、

田原市空き家解体促進事業補助金請求書（様式第９号）により、市長に対し

補助金の交付を請求するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する請求書を受けたときは、速やかに補助事業者に補

助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 
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第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により交付決定又は交付を受けたとき。 

(2) 法令、例規若しくはこの要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

(3) 第１６条に規定する期日までに実績報告書が提出されなかったとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対

し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は

市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１

８条及び第１９条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。  

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 
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 この要綱は、令和５年３月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、令和６年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 第３条第７号の規定は、令和６年１２月１日以後に交付の決定を受け

た関連補助金について適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 

 


